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就業環境等改善事業補助金交付要領 

 

１ 目的 

（１）この要領は、一般社団法人福井県建設業協会（以下「建設業協会」という。）

が福井県の助成を受けて実施する就業環境等改善事業補助金交付事業に必

要な事項を定め、その業務の適正かつ円滑な実施に資することを目的とす

る。 

（２）就業環境等改善事業補助金（以下「補助金」という。）については、予算

の範囲内において交付するものとし、この要領に定めるところによる。 

 

２ 補助事業の内容 

  建設業協会が交付する補助金事業の対象となる事業（以下「補助事業」とい

う。）の内容は、災害復旧や社会インフラの維持・管理に重要な役割を担って

いる県内建設産業の担い手確保・育成について、今後の活躍が期待される女性

の活躍につながる取組みとする。 

 

３ 補助事業対象者および事業内容 

  補助金交付事業の対象となる者（以下「補助事業対象者」という。）および

補助対象となる事業内容は次のとおりとする。 

（１）補助事業対象者 

   次に掲げる①から⑦のすべてを満たす者とする。 

      ただし、キャリアアップ等支援コースについては、③を満たさない者でも 

申請できるものとする。 

   ①福井県競争入札参加資格者名簿（「建設工事」「測量業務等および道路清

掃業務」のいずれか）に登載されている者 

   ②福井県内に主たる営業所を有する者 

   ③「ふくい女性活躍推進企業プラス＋」に登録された建設事業者であり、 

令和８年度中に以下のⅰからⅵのいずれかを満たす者 

ⅰ女性管理職の登用が１名以上 

ⅱ女性従事者（正規職員）の採用者が１名以上 

ⅲ育児休業を１か月以上取得した従業者が１名以上 

ⅳ主任技術者になり得る資格を新たに取得した女性が１名以上 

ⅴ女性のキャリアアップのための研修を年１回以上実施 

ⅵ企業の意識改革を行うための研修を年１回以上実施 

   ④県税に滞納がないこと 

   ⑤地方消費税に滞納がないこと 

   ⑥補助事業対象者の構成員等が、暴力団員による不当な行為の防止等に

関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第２号に規定する暴力団

（以下「暴力団」という。）もしくは同条第６号に規定する暴力団員（以

下「暴力団員」という。）または暴力団もしくは暴力団員と密接な関係

を有する者でないこと 
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（２）補助の対象となる事業内容 

   ①就業環境改善コース 

    女性のための設備の購入や改修 

    身体的負担軽減を図るための備品の購入 

   ②キャリアアップ等支援コース 

    女性従業員が活躍できる分野の資格取得支援 

    ただし、対象となる資格は「女性の活躍につながる資格」とする 

    例：建設ディレクター、ＣＡＤオペレーター、ドローン操縦士 

    上記の例以外の資格についても、女性活躍につながると認められるも 

のについては対象とする 

    

４ 補助対象経費 

（１）補助対象経費は、３（２）の事業に要する経費であって、下記に定める経

費のうち建設業協会が必要と認める経費とする。 

  ①就業環境改善コース 

  ・県内にある本社・営業所、支店（工事現場事務所や工事現場休憩所は除く。）

において就業環境の改善を図るための施設・設備等の設置、改修等に要す

る費用（別紙１）女性用トイレ、更衣室の設備改修等に関連する経費は除

く。） 

  ・身体的負担軽減を図るための備品購入費用（熱中症対策に関連する備品の

購入経費は除く。） 

  ②キャリアアップ等支援コース 

  ・従事者の資格取得において、建設事業者が負担した費用   

（２）補助対象経費にかかる消費税および地方消費税は補助対象経費から除く。 

（３）この補助金以外に別途補助金等の交付を受ける場合は、当該補助事業に要

する経費から別途補助金等の額を除いた額を補助対象経費とする。（厚生労

働省が実施する補助金との併用については、キャリアアップ等支援コース

のみ併用可。） 

 

５ 補助率および補助金額 

（１）①就業環境改善コースの補助金の額は、補助対象経費の３分の２以内とし

補助事業者１者あたり２６万６千円を限度とする。 

（２）②キャリアアップ等支援コースの補助金の額は、補助対象経費の３分の２

以内とし補助事業者１者あたり２０万円を限度とする。 

  ただし、３（１）の③の規定を満たさない者が申請する場合、補助金の額

は、補助対象経費の２分の１以内とし、補助事業者１者あたり１０万円を

限度とする。 

（３）全てのコースにおいて、３（１）③の要件を達成できなかった場合、補助

金の額は、補助対象経費の２分の１以内とし、補助事業者１者あたり１０

万円とする。 

 

６ 補助対象期間 
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  補助金交付事業の補助対象期間は、交付決定の日から令和９年２月末日ま

でとする。 

 

７ 補助事業の採択基準 

  補助事業は、次に掲げる基準を総合的に勘案して行う。 

（１）働き方改革のために、積極的な取組みを行っていること 

 

８ 補助事業の決定までの手続き 

  建設業協会は、次の手続きにより補助事業を決定するものとする。 

（１）補助金を受けようとする者（以下「申請者」という。）は、様式第１号の

補助金交付に関する事業計画書（以下「事業計画書」という。）を作成し、

次に掲げる資料を添付して、建設業協会が別に定める期日までに建設業協

会に提出するものとする。 

  ①就業環境改善コース 

・収支予算書（様式第２号） 

・積算内訳の根拠資料（見積り、カタログ等） 

・施設・設備等の設置、改修等前の写真 

・「ふくい女性活躍推進企業プラス＋」登録通知書の写し 

・誓約書（様式第４号） 

  ②キャリアアップ等支援コース 

・収支予算書（様式第２号） 

・積算内訳の根拠資料（見積り、カタログ、受講の案内等） 

  ・キャリアアップ等支援コース実施計画書（様式第３号） 

・「ふくい女性活躍推進企業プラス＋」登録通知書の写し 

・誓約書（様式第４号）（上乗せ要件に該当しない者は不要） 

   

※金額に応じて相見積り（１０万円以上で２社、５０万円以上で３社）が必

要 

（２）建設業協会は、事業計画書の提出があったときは、当該申請にかかる審査

を行うほか、必要に応じ現地調査等を行い、その結果、適当と認められるも

のについて通知する。 

 

９ 補助金の交付申請 

（１）８（２）による通知を受けた申請者（以下「補助事業者」という。）は、

様式第５号の補助金交付申請書を、県税に関する納税証明書（福井県税に滞

納のない旨の証明書）、および、消費税および地方消費税について滞納がな

いことを証明事項とする納税証明書を添付して建設業協会が定める期日ま

でに提出するものとする。ただし、納税証明書は２か月以内に発行されたも

のとする。 

（２）建設業協会は、補助事業者から交付申請書の提出があったときは、すみや

かに補助事業者に様式第６号にて補助金交付決定通知をするものとする。 

 



 4 

10 補助金の交付の条件 

建設業協会は、補助金の交付決定をする場合において、補助金の交付の目的

を達成するために必要があるときは、補助事業者に対して次に掲げる条件を付

するものとする。 

①取組内容について、県が成果や事例として広く紹介すること場合に協力

すること（その後の状況等についてのヒアリング等を含む） 

 ②補助事業に要する経費の配分の変更（11（１）に該当する場合を除く。）

をする場合、様式第７号の補助事業計画変更承認申請書により建設業協会

の承認を受けること 

③補助事業を行うため締結する契約の方法に関する事項その他補助金事業

に要する経費の使用方法に関すること 

④補助事業の内容の変更（11（２）に該当する場合を除く。）する場合、様式

第８号の補助事業計画変更承認申請書により建設業協会の承認を受ける

こと 

  ⑤補助事業を中止し、または廃止する場合、様式第８号の補助事業中止（廃

止）申請書により建設業協会の承認を受けること 

  ⑥補助事業が指定の期間に完了しない場合、またはその遂行が困難となっ

た場合は建設業協会に報告し、建設業協会の指示を受けること 

 

11 軽微な変更 

  補助金の経費配分の変更ついて、事業目標の範囲内で、次に該当する事項は

軽微な変更の範囲とする。 

（１）補助対象経費の各経費区分において２０％の範囲内の変更（補助対象経費

区分ごとの金額相互間で、いずれか低い額の２０％以内の変更額の増減の

もの）で補助金の総額に変更を生じないもの 

（２）補助事業の目的および事業の遂行に影響を及ぼさない範囲での変更（補助

事業の細部の変更） 

 

 

12 補助事業の遂行 

  補助事業者は、補助金の交付決定の内容およびこれに付した条件に従い、善

良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならず、補助金を他の用

途へ使用してはならない。 

 

13 補助事業の実績報告 

（１）補助事業者は、当該補助事業の完了後、１０日以内に様式第９号の補助事

業実績報告書（以下「実績報告書」という。）に、次に掲げる資料を添付し

て、提出するものとする。 

  ①就業環境改善コース 

  ・収支決算書（様式第１０号） 

  ・補助事業の実施にかかる支出を証する資料（請求書、振込依頼書、納品書、

領収書の写し等） 
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  ・補助事業により設置、改修等した施設・設備等または備品の写真 

  ・取得財産等管理台帳 

  ・３（１）③の要件を満たすことがわかる書類（研修実施報告書（様式第１

２号）等） 

  ②キャリアアップ等支援コース 

  ・収支決算書（様式第１０号） 

・補助事業の実施にかかる支出を証する資料（請求書、振込依頼書、納品書、

領収書の写し等） 

・キャリアアップ等支援コース報告書（様式第１１号） 

・従事者の資格取得がわかる書類 

・３（１）③の要件を満たすことがわかる書類（研修実施報告書（様式第１

２号）等）（上乗せ要件に該当しない者は不要） 

（２）補助事業者は、（１）の実績報告を行うに当たって、補助金にかかる消費

税および地方消費税にかかる仕入控除税額が明らかな場合は、当該消費税

および地方消費税にかかる仕入控除税額を減額して報告しなければならな

い。 

 

14 補助金の額の確定 

  建設業協会は、補助事業者から実績報告書の提出を受けた場合に、当該報告

にかかる書類の検査を行うほか、必要に応じ現地調査等を行うものとする。 

  その報告にかかる事業の実施結果が、補助金の交付決定の内容（10 に基づ

いて変更を承認した場合はその承認された内容）およびこれに付された条件

に適合していると認めたときは、交付すべき補助金の額を決定し、その旨を様

式第１３号の補助金確定通知書によって当該補助事業者に通知する。 

 

15 補助金の請求 

  補助事業者は、補助金の支払いを受けようとするときは、様式第１４号の精

算払い請求書兼振込依頼書により建設業協会に補助金の交付請求を行うこと

とする。 

 

16 補助金の支払 

  建設業協会は、14により交付すべき補助金の額を確定したのち、15により

補助金の交付請求を受けたときは、補助金を補助事業者に対し支払うものと

する。 

 

17 交付決定の取消し 

（１）建設業協会は、補助事業者が次の各号の一に該当するときは、当該申請に

かかる補助金の交付決定の全部または一部を取り消すことができるものと

する。 

  ①本交付要領の規定に基づく措置に違反した場合および補助事業者が補助

金を他の用途へ変更した場合 

  ②補助事業に関して補助金の交付決定の内容またはこれに付した条件に違
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反した場合 

  ③建設業協会の承認を得ずに、当該補助金を廃止（中止）した場合 

  ④当該補助事業を遂行する見込みがないと判断した場合 

（２）前項の規定は補助金の額の確定後においても適用されるものとする。 

 

18 補助金の返還 

  建設業協会は、17の規定に基づき補助金の交付決定を取り消した場合には、

当該補助事業の取消しにかかる部分に関し、その額の返還を、期日を定めて命

じるものとする。また、５（３）の規定に該当したとき、交付済みの補助金が

ある場合は、５（３）に規定する金額を超える額の返還についても同様に取り

扱う。 

なお、補助金返還を求められた補助事業者は、建設業協会が定める期日まで

に返還しなければならない。 

 

19 加算金および延滞金 

（１）補助事業者は、建設業協会から 18に基づく補助金の返還を求められたと

きは、その請求にかかる補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、

返還を求められた補助金の額（その一部を納付した場合におけるその後の

期間については既納付額を控除した額）につき、年１０．９５％の割合で計

算した加算金を納付しなければならない。 

（２）補助事業者は、建設業協会から補助金の返還の命令を受け、これを納付期

日までに納めなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に

応じ、その未納付額につき年１０．９５％の割合で計算した延滞金を納付し

なければならない。 

 

（３）建設業協会は、（１）および（２）においてやむを得ない事情があると認

めたときは、加算金または延滞金の全部または一部を免除することができ

るものとする。 

 

20 財産の管理及び処分 

（１）補助事業者は、当該補助事業により取得しまたは効用の増加した財産（以

下「取得財産等」という。）について、善良な管理者の注意をもって適切に

管理しなければならない。 

   また補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年

大蔵省令第１５号）において規定された耐用年数に準じた期間内に、取得財

産等を目的以外の用途に使用し、他の者に貸付けもしくは譲渡し、他の物件

を交換し、または担保に供しようとするときは、あらかじめ様式第１５号の

取得財産等処分承認申請書等により、建設業協会の承認を受けなければな

らない。ただし、当該取得財産等の取得価格または効用の増加価格が、５０

万円（税抜き）未満のものはこの限りではない。 

（２）補助事業者は、取得財産等に係る台帳を設け、その保管状況を明らかにし

ておかなければならない。 
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（３）建設業協会は、（１）の期間中において必要があると認めたときは、補助

事業者の管理状況を調査することができるものとする。 

（４）建設業協会は、補助事業者が取得財産等の処分により収入金を得たとき

は遅滞なく様式第１６号の取得財産等処分による収入金報告書を提出させ

るものとする。 

（５）建設業協会は、（１）の承認をする場合または前号の収入がある場合にあ

っては当該取得財産等の残存価額（圧縮記帳を行わない価額）または当該

収入金の全部または一部を納付させることができる。 

 

21 立入検査等 

  建設業協会は、補助金交付事業の適正を期すため、必要に応じて、補助事業

者に対して報告させ、または建設業協会が指定する者により、補助事業者の事

務所等に立ち入り関係帳簿書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に

質問することができるものとする。 

 

22 補助金の経理 

  補助事業者は、補助金に係る経理について収支を明確にした証拠の書類を

整備し、かつ、これらの書類を事業の完了した日の属する会計年度の終了後５

年間保存しなければならない。 

 

23 廃業する場合の措置 

  補助事業者は、補助事業の完了した日から５年未満で廃業を行う場合は、建

設業協会に対しその旨を報告しなければならない。その際、建設業協会は補助

事業者に対し、既に支払った助成金の全部または一部の返還を命ずることが

できる。 

 

24 その他の事項 

  建設業協会は、助成金交付事業の円滑かつ適正な運営を行うために必要な

事項について、別に定めることができる｡ 

 

附則 

  本交付要領は令和６年４月１日から施行する。 

 

附則 

  本交付要領は令和７年５月１３日から施行する。 

 

附則 

  本交付要領は令和８年４月１日から施行する。 
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別紙１ 補助対象経費の範囲（第４条関係） 

経費区分 

経費区分 内容 

施設・設備等 

整備費 

県内にある事業所において、女性従業員の就業環境の改善を図るための施設・

設備等の設置、改修等に要する経費 

・施設・設備等工事請負費  

・設備、機器導入費（毎年必要となるリース料、サービス利用 料を除く）  

・備品購入費（設備などの設置、改修において一体となっており工事を要する

ものであって、総額 10 万円以上であるものに 限る）  

・その他知事が必要と認める経費 

※「施設・設備等整備費」は、必ず事業計画書に記載のうえ、実施すること。  

※以下に係る経費は、補助対象外経費とする。  

・国（独立行政法人を含む）および地方公共団体の施設に対する経費  

・保証金、敷金、保険料および租税公課  

・直接売上や利益につながる経費（個別企業の営業に係る経費、価格を掲載した 広告等） 

・補助事業者（自社、親会社、子会社、関連会社及び関係会社、グループ構成員 等）の利益

相応額が含まれる調達  

・中古品の購入  

・懇談会費、接待費、交際費および遊興 

・娯楽に要する費用  

・人件費、家賃、光熱費、他団体への負担金および組合員のための福利厚生費  

・福井県が設置した公設試験研究機関に支払う経費  

・販売する商品の原材料費、予備品の購入費、商品券等の金券、フランチャイズ 加盟料  

・不動産の購入費、構築物の購入費、株式の購入費  

・本補助金に関する書類作成代行費用  

・他の事業との明確な区分が困難である経費  

・国（独立行政法人を含む）および地方自治体の補助金、助成金を活用する事業  

・借入金等の支払利息および遅延損害金  

・事業計画書・申請書・報告書等の事務局に提出する書類作成・提出に係る経費  

・汎用性があり、目的外使用になり得るものの購入費 

・レンタル費および自動車 等車両、船舶、航空機等の購入費・修理費・車検費用  

・公序良俗に反する事業  

・その他、公的資金の使途として社会通念上、不適切と判断する経費 

  


